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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　対象骨に対して複数の超音波ビームを形成する送受波手段と、
　各超音波ビームごとに対象骨の表面に対応した表面ポイントを特定する表面ポイント特
定手段と、
　複数の表面ポイントに基づいて対象骨の屈曲角度を求める角度演算手段と、
　外的作用に伴う対象骨の屈曲角度と対象骨に特有な形態データとに基づいて、対象骨の
力学的特性を反映させた、且つ、形態の相違に伴う骨の個体差の影響を軽減させた、特性
情報を生成する特性情報生成手段と、
　を有する、
　ことを特徴とする超音波診断装置。
【請求項２】
　請求項１に記載の超音波診断装置において、
　前記対象骨は、生体の足の骨であり、
　前記特性情報生成手段は、前記形態データとして、前記生体の腓骨側の腓骨頭から外踝
までの距離である対象骨の骨の長さと対象骨の評価基準点の位置を利用する、
　ことを特徴とする超音波診断装置。
【請求項３】
　請求項２に記載の超音波診断装置において、
　前記特性情報生成手段は、前記特性情報として、対象骨に加えられる荷重Ｗと対象骨の
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骨の長さＬと対象骨の評価基準点の位置Ｌ１，Ｌ２（Ｌ２＝Ｌ－Ｌ１）と荷重に伴う対象
骨の屈曲角度θとに基づいて、ET-stiffness＝（Ｗ×Ｌ２×Ｌ１）／（Ｌ×θ）を算出す
る、
　ことを特徴とする超音波診断装置。
【請求項４】
　超音波を送受波することにより対象骨の表面から検出された複数の表面ポイントに基づ
いて対象骨の屈曲角度を求める角度演算手段と、
　対象骨に特有な形態データを入力させるための入力画面を形成する画面形成手段と、
　外的作用に伴う対象骨の屈曲角度と対象骨に特有な形態データとに基づいて、対象骨の
力学的特性を反映させた、且つ、形態の相違に伴う骨の個体差の影響を軽減させた、特性
情報を生成する特性情報生成手段と、
　を有し、
　前記画面形成手段は、前記形態データとして対象骨の骨の長さと対象骨の評価基準点の
位置を入力させるための入力画面を形成する、
　ことを特徴とする骨評価装置。
【請求項５】
　請求項４に記載の骨評価装置において、
　前記画面形成手段は、対象骨の画像とその画像に沿って移動するカーソルを備えた入力
画面を形成し、ユーザ操作に応じて評価基準点に対応した位置にカーソルを移動させるこ
とにより、対象骨の評価基準点の位置をユーザに入力させる、
　ことを特徴とする骨評価装置。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、超音波を利用して骨の力学的特性を評価する技術に関する。
【背景技術】
【０００２】
　例えば骨折部の癒合状態を評価するために、骨の力学的特性の簡便かつ定量的な測定が
望まれている。従来から、骨折部の癒合状態の評価にはＸ線写真が広く用いられている。
しかし、Ｘ線写真では患部で成長中の仮骨を明瞭に撮影できないため、癒合状態を定量的
に診断することが困難である。なお、骨の力学的特性の測定は、骨折を伴う骨に限らず、
健常骨に対して行われてもよい。例えば、健常骨の骨強度などを測定して骨粗鬆症などの
診断に利用してもよい。
【０００３】
　Ｘ線写真を利用せず骨の力学的特性を定量評価する手法として、創外固定器に歪みゲー
ジを装着してその固定器の歪みを計測する歪みゲージ法、骨に外部から振動を加え固有振
動数を評価する振動波法、降伏応力を生じた骨から発生する音波を検出するアコースティ
ックエミッション法などが挙げられる。しかし、これらの手法には、適応できる治療法に
制限があること、骨に侵襲を加える必要があること、及び、定量評価の指標の精度が不十
分であること、といった問題が残されている。
【０００４】
　こうした背景において、骨に侵襲を加えない測定を実現するために、超音波を利用して
骨患部の治癒状態を計測する装置が提案されている（特許文献１参照）。
【０００５】
【特許文献１】特開２００５－１５２０７９号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　特許文献１には、骨に対して超音波を送受波することにより、骨折部を挟んだ二つの骨
片の間の角度を計測し、その角度に基づいて骨の力学的特性を反映させた特性情報を生成
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する旨の技術が記載されている。
【０００７】
　本願発明者は、特許文献１に記載された画期的な技術をさらに改良した新しい評価技術
について研究を重ねてきた。
【０００８】
　本発明は、その研究の過程において成されたものであり、その目的は、超音波を利用し
て対象骨の力学的特性を評価するための改良技術を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　上記目的を達成するために、本発明の好適な態様である超音波診断装置は、対象骨に対
して複数の超音波ビームを形成する送受波手段と、各超音波ビームごとに対象骨の表面に
対応した表面ポイントを特定する表面ポイント特定手段と、複数の表面ポイントに基づい
て対象骨の屈曲角度を求める角度演算手段と、外的作用に伴う対象骨の屈曲角度と対象骨
に特有な形態データとに基づいて対象骨の力学的特性を反映させた特性情報を生成する特
性情報生成手段と、を有することを特徴とする。
【００１０】
　上記構成により、対象骨に特有な形態データを考慮した骨の評価が可能になる。これに
より、例えば、形態（形状などを含んでもよい）の相違に伴う骨の個体差の影響を軽減さ
せた骨の評価が可能になる。
【００１１】
　望ましい態様において、前記特性情報生成手段は、前記形態データとして、対象骨の骨
の長さと対象骨の評価基準点の位置を利用することを特徴とする。対象骨が骨折を伴う骨
であれば、例えば、骨折部を評価基準点とする。骨折を伴う骨の場合には、通常、骨折部
が屈曲部（屈曲の頂点）となる可能性が高い。また、対象骨が健常骨であれば、例えば、
触診や画像診断などから骨の弱い部分（屈曲しそうな部分）を判断し、その部分を評価基
準点としてもよい。また、単純に、骨の中央部分などを評価基準点としてもよい。
【００１２】
　望ましい態様において、前記特性情報生成手段は、前記特性情報として、対象骨に加え
られる荷重と対象骨の骨の長さと対象骨の評価基準点の位置とを反映させた指標値と荷重
に伴う対象骨の屈曲角度との比に対応したデータを算出することを特徴とする。
【００１３】
　また、上記目的を達成するために、本発明の好適な態様である骨評価装置は、超音波を
送受波することにより対象骨の表面から検出された複数の表面ポイントに基づいて対象骨
の屈曲角度を求める角度演算手段と、対象骨に特有な形態データを入力させるための入力
画面を形成する画面形成手段と、外的作用に伴う対象骨の屈曲角度と対象骨に特有な形態
データとに基づいて対象骨の力学的特性を反映させた特性情報を生成する特性情報生成手
段と、を有し、前記画面形成手段は、前記形態データとして対象骨の骨の長さと対象骨の
評価基準点の位置を入力させるための入力画面を形成することを特徴とする。
【００１４】
　上記構成の骨評価装置は、例えば、コンピュータによって実現することができる。つま
り、コンピュータを角度演算手段、画面形成手段、特性情報生成手段として機能させるた
めのプログラムを作成し、そのプログラムをコンピュータが読み取ることにより、コンピ
ュータ内のＣＰＵ、メモリ、モニタなどのハードウェアとソフトウェアが協働して、角度
演算手段、画面形成手段、特性情報生成手段などの具体的な手段を実現する。
【００１５】
　望ましい態様において、前記画面形成手段は、対象骨の画像とその画像に沿って移動す
るカーソルを備えた入力画面を形成し、ユーザ操作に応じて評価基準点に対応した位置に
カーソルを移動させることにより、対象骨の評価基準点の位置をユーザに入力させること
を特徴とする。
【発明の効果】
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【００１６】
　本発明の好適な態様により、超音波を利用して対象骨の力学的特性を評価するための改
良技術が提供される。これにより、例えば、形態の相違に伴う骨の個体差の影響を軽減さ
せた骨の評価が可能になる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１７】
　以下、本発明の好適な実施形態を説明する。
【００１８】
　図１には、本発明の好適な実施形態が示されており、図１は、本発明に係る超音波診断
装置の全体構成を示すブロック図である。プローブ１０は被検者５０の体表に当接して用
いられる超音波探触子である。プローブ１０は、被検者５０の体内の骨５２に向けて複数
の超音波ビーム４０を形成する。この際、例えば、骨５２の骨折部５４を挟んだ上下二つ
の骨片のそれぞれに対して、複数の超音波ビーム４０を形成する。骨５２の表面に設定さ
れる表面ポイント６０については後に詳述する。
【００１９】
　図２は、本実施形態の超音波診断装置に好適なプローブ１０を説明するための図である
。プローブ１０は、プローブ１０Ａとプローブ１０Ｂのプローブ組によって構成されてい
る。プローブ１０Ａは、その内部に、９個の振動素子１１で構成されるサブアレイＡ１と
サブアレイＡ２を備えている。また、プローブ１０Ｂは、その内部に、９個の振動素子１
１で構成されるサブアレイＢ１とサブアレイＢ２を備えている。
【００２０】
　そして、各サブアレイごとに、後に詳述するエコートラッキング用の超音波ビームが形
成される。例えば、各サブアレイごとに、そのアレイ内のうちの一つの振動素子１１のみ
が駆動されて超音波ビームが形成される。もちろん、各サブアレイごとに、複数の振動素
子１１を駆動して超音波ビームを形成してもよい。
【００２１】
　このようにして、サブアレイＡ１からサブアレイＢ２によって４本のエコートラッキン
グ用の超音波ビームが形成される。その際、骨（図１の符号５２）の骨折部（図１の符号
５４）を挟んだ上下二つの骨片のうち、一方の骨片にプローブ１０Ａによって２本の超音
波ビームが形成され、他方の骨片にプローブ１０Ｂによって２本の超音波ビームが形成さ
れる。
【００２２】
　なお、本実施形態の超音波診断装置に利用されるプローブ１０は、図２に示すプローブ
組タイプのものに限定されない。例えば、超音波ビームを電子走査するリニア電子スキャ
ンプローブ（リニアプローブ）であってもよい。
【００２３】
　図１に戻り、送受信部１２は、プローブ１０を制御して、断層面（図１による被検者５
０の切断面、つまり骨５２の長軸断面）内において超音波ビーム４０を電子走査する。ち
なみに、プローブ１０がリニアプローブであれば、例えば１２０本の超音波ビーム４０（
図１には、後に詳述するエコートラッキング用の超音波ビーム４本のみが図示されている
）が次々に電子走査され、各超音波ビーム４０ごとにエコー信号が取得される。取得され
た複数のエコー信号は断層画像形成部１８に出力され、断層画像形成部１８は複数のエコ
ー信号に基づいて骨の断層画像（Ｂモード画像）を形成する。形成されたＢモード画像は
、表示画像形成部３２を介してディスプレイ３４に表示される。
【００２４】
　送受信部１２で取得されたエコー信号は、エコートラッキング処理部２０へも出力され
る。エコートラッキング処理部２０は、各エコー信号から骨表面部を抽出してトラッキン
グする、いわゆるエコートラッキング処理を行うものである。エコートラッキング処理に
は、例えば、特開２００１－３０９９１８号公報に詳述される技術が利用される。この技
術の概要は次のとおりである。
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【００２５】
　プローブ１０から取得されるエコー信号は骨表面に対応する部分で大きな振幅を有して
いる。単に振幅の大きな部分として骨表面部を捉えた場合、大きな振幅の範囲の中のどの
部分が表面部に対応するのかが不明であり、結果として大きな振幅の範囲程度の抽出誤差
（一般的な超音波診断装置では０．２ｍｍ程度）が生じてしまう。エコートラッキング処
理では、エコー信号の代表点としてゼロクロス点が検知され、検知されたゼロクロス点を
トラッキングすることで抽出精度を飛躍的に高めている（０．００２ｍｍ程度にまで精度
を高めることが可能）。ゼロクロス点は、トラッキングゲート期間内においてエコー信号
の振幅が正から負へ、または、負から正へと極性が反転するタイミングとして検知される
。ゼロクロス点が検知されると、その点を中心として新たにトラッキングゲートが設定さ
れる。そして、次のタイミングで取得されるエコー信号においては、新たに設定されたト
ラッキングゲート期間内でゼロクロス点が検知される。このようにして、各超音波ビーム
ごとに、エコー信号のゼロクロス点が表面ポイント６０としてトラッキングされ、骨表面
の位置がプローブ１０を基準として高精度に計測される。
【００２６】
　エコートラッキング処理には、例えば４本のトラッキング用エコー信号が利用される。
トラッキング用エコー信号は、断層画像形成に利用されるエコー信号（例えば１２０本の
エコー信号）の中から選択されてもよく、あるいは、断層画像形成を中断して４本のトラ
ッキング用エコー信号のみが取得されてもよい。
【００２７】
　角度演算部２２は、エコートラッキング処理部２０において抽出された表面ポイント６
０に基づいて、骨５２の骨折部５４を挟んだ上下二つの骨片のそれぞれに対応する直線を
設定する。さらに、角度演算部２２は、二つ骨片に対応する二つの直線の間の角度を演算
する。そこで、図３を利用して、角度演算部２２における直線の設定処理と角度演算処理
について説明する。なお、図１に示した部分には図１の符号を付して説明する。
【００２８】
　図３は、二つの骨片のそれぞれに対応する直線の設定処理および直線の間の角度演算処
理を説明するための図であり、図３（１）には荷重が掛けられていない状態の骨折部５４
の拡大図が示され、図３（２）には荷重により力が加わった状態の骨折部５４の拡大図が
示されている。図３における骨片Ａ５２ａは、図１における骨折部５４の上側の骨片に対
応し、図３における骨片Ｂ５２ｂは、図１における骨折部５４の下側の骨片に対応する。
また、図３における４つの表面ポイント（６０ａ～６０ｄ）は、図１における表面ポイン
ト６０に対応する。なお図３において、横方向をｘ軸方向、縦方向をｙ軸方向とする。
【００２９】
　４つの表面ポイント（６０ａ～６０ｄ）は、例えば、骨折部５４の位置に応じて設定さ
れる。このために、検査者は、例えば、ディスプレイ３４に表示される骨のＢモード画像
から骨折部５４の位置を確認しながら、骨片Ａ５２ａの表面付近に二つの計測点を設定し
、さらに、骨片Ｂ５２ｂの表面付近に二つの計測点を設定する。４つの計測点は、操作デ
バイス１６から制御部３０を介して送受制御部１４に設定される。送受制御部１４は４つ
の計測点をフォーカス点とする４本のトラッキング用の超音波ビーム４０を形成し、エコ
ートラッキング処理部２０において骨の表面ポイントがトラッキングされ、各表面ポイン
ト（６０ａ～６０ｄ）の位置がプローブ１０を基準として高精度に計測される。なお、計
測点の設定において、検査者が骨折部５４の位置のみを指定して、送受制御部１４が４つ
の計測点のｘ軸方向の位置を設定してもよい。
【００３０】
　角度演算部２２は、エコートラッキング処理部２０において抽出された表面ポイント６
０ａ，６０ｂの２点を結ぶ直線を骨片Ａ５２ａに対応する直線ａ－ｂ６２として設定する
。同様に、角度演算部２２は、表面ポイント６０ｃ，６０ｄの２点を結ぶ直線を骨片Ｂ５
２ｂに対応する直線ｃ－ｄ６４として設定する。角度演算部２２によって計測された、直
線ａ－ｂ６２および直線ｃ－ｄ６４のデータ（例えば、プローブ１０を基準とした座標系
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における直線の方程式）は、特性データ演算部２４を介して、データ記憶部２６に記録さ
れる。なお、直線ａ－ｂ６２および直線ｃ－ｄ６４のデータは、図３（１）の荷重無のも
の、図３（２）の荷重有のもの、それぞれの状態のものがデータ記憶部２６に記録される
。また、荷重有の場合は各荷重値ごとにデータ記憶部２６に記録されてもよい。
【００３１】
　角度演算部２２は、さらに、直線ａ－ｂ６２および直線ｃ－ｄ６４のデータから、直線
ａ－ｂ６２および直線ｃ－ｄ６４の交差角度を演算する。つまり、角度演算部２２は、荷
重無の状態における直線ａ－ｂ６２および直線ｃ－ｄ６４のデータに基づいて、二つの直
線の交差角度θ´６６を算出する。また、角度演算部２２は、各荷重値に対応する直線ａ
－ｂ６２および直線ｃ－ｄ６４のデータに基づいて、二つの直線の交差角度θ６８を算出
する。図３（１），（２）に示されるように、加圧されて荷重が掛けられると二つの直線
の交差角度が変化する。そして、各荷重値ごとに算出される交差角度θ６８が、屈曲角度
として、特性データ演算部２４を介してデータ記憶部２６に記録される。また、角度演算
部２２は、各荷重値ごとに交差角度θ６８と交差角度θ´６６との差を算出してもよい。
【００３２】
　なお、図３では、骨折部５４がｙ軸の正方向に移動する方向の屈曲を示しているが、骨
折部５４がｙ軸の負方向に移動する方向の屈曲についても、上述した原理によって角度を
測定することができる。
【００３３】
　また、図１や図３では、骨折部５４を含んだ骨５２の計測について説明したが、本実施
形態では、骨折を伴わない骨５２の測定を行うことも可能である。骨折を伴わない骨５２
（健常骨）の場合には、骨折部５４に相当する計測ポイント（評価基準点）を設定し、図
３を利用して説明した原理により、その計測ポイント（評価基準点）を屈曲部とみなして
屈曲角度を求めればよい。健常骨の場合には、例えば、触診や画像診断などから骨の弱い
部分（屈曲しそうな部分）を判断し、その部分を計測ポイントとしてもよい。また、単純
に、骨の中央部分などを計測ポイントとしてもよい。
【００３４】
　さらに、骨５２に加える荷重は、例えば、骨５２の軸方向の両端を支持して、骨折部５
４の付近で軸に対して略垂直な方向に沿って加えられる。つまり、両端を支持して骨折部
５４の付近に荷重を加える三点荷重方式が採用される。もちろん、骨５２の状態に応じて
荷重量などが慎重に設定されるべきことは言うまでもない。なお、骨５２の軸方向に沿っ
て荷重が加えられる荷重方式を採用してもよい。
【００３５】
　図１に戻り、骨５２の屈曲角度が求められると、特性データ演算部２４は、荷重に伴う
骨５２の屈曲角度と、骨５２に特有な形態データとに基づいて、骨５２の力学的特性を反
映させた特性データを算出する。形態データとしては、骨５２の骨の長さ（骨長）と骨折
部５４の位置が利用される。
【００３６】
　図４は、骨、屈曲角度、形態データの関係を説明するための図である。骨５２は、例え
ば脛骨であり、骨５２の軸方向の両端が、各々、支点Ａ，Ｂによって支えられている。骨
５２が脛骨であれば、例えば、腓骨側の腓骨頭と外踝が、各々、支点Ａ，Ｂによって支え
られる。そして、骨折部５４の位置に、骨５２の軸方向に対して略垂直な荷重Ｗが加えら
れている。
【００３７】
　なお、図４では、骨５２以外の被検者の組織を図示省略しているが、例えば、支点Ａ，
Ｂは、被検者の体表を介して骨５２を支持し、また、荷重Ｗは、被検者の体表から加えら
れる。
【００３８】
　図４において、骨長Ｌは、骨５２の軸方向の長さである。骨５２が脛骨であれば、例え
ば腓骨側の腓骨頭から外踝までの距離を骨長Ｌとする。距離Ｌ１，Ｌ２は、各々、骨５２
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の端部から骨折部５４までの距離である。なお、骨長Ｌや距離Ｌ１，Ｌ２などの形態デー
タは、例えば、検査者が触診などによって計測してもよいし、超音波Ｂモード画像を利用
して計測してもよい。また、レントゲンやＣＴ、ＭＲＩなどの画像形成装置を利用しても
よい。
【００３９】
　骨５２に対して荷重Ｗが加えられると、支点Ａ，Ｂの各々から骨５２の両端にも荷重が
掛かる。図４において、荷重ａは、支点Ａに掛かる荷重である。また、屈曲角度θは、荷
重Ｗが加えられた際の骨５２の屈曲角度であり、骨折部５４が屈曲の頂点となっている。
【００４０】
　図４を参照して、図１の特性データ演算部２４における演算処理について説明する。特
性データ演算部２４は、荷重計測器３６によって計測される荷重値（荷重Ｗ）を参照して
いる。また、屈曲角度θは、先に説明したとおり、角度演算部２２によって演算される。
屈曲角度θは、骨５２の力学的特性（骨折部５４の骨癒合度など）を反映させたパラメー
タであり、骨折部５４に働く内部応力σに比例する。つまり、次式が成立する。
【００４１】
【数１】

【００４２】
　また、内部応力σは、骨折部５４に働く曲げモーメントＭに比例するパラメータである
ため、次式が成立する。
【００４３】

【数２】

【００４４】
　さらに、曲げモーメントＭは、支点Ａに掛かる荷重ａと骨折部５４までの距離Ｌ１の積
である。
【００４５】

【数３】

【００４６】
　力のつりあいの関係により、ａ＝Ｗ×Ｌ２／Ｌであるので、数３式は次式のように変形
される。
【００４７】

【数４】

【００４８】
　そして、数１式、数２式、数４式により、次式が導かれる。
【００４９】
【数５】

【００５０】
　数５式の右辺は、骨５２に加えられる荷重Ｗと骨長Ｌと骨折部５４の位置（距離Ｌ１，
Ｌ２）を反映させた指標値であり、数５式は、この指標値が屈曲角度θと比例関係にある
ことを示している。そこで、その比例関係を示す比例定数をET-stiffnessとおくと、次式
のようになる。
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【００５１】
【数６】

【００５２】
　特性データ演算部２４は、骨５２の力学的特性を反映させた特性データとして、荷重Ｗ
に伴う骨５２の屈曲角度θと骨５２に特有な形態データ（骨長Ｌ，距離Ｌ１，Ｌ２）とに
基づいて得られる比例定数ET-stiffnessを算出し、算出結果をデータ記憶部２６へ記憶さ
せる。
【００５３】
　なお、Ｌ２＝Ｌ－Ｌ１であるため、形態データとして骨長Ｌと距離Ｌ１のみを計測する
ことによって、ET-stiffnessを算出することが可能である。また、屈曲角度θとして、図
３に示される荷重有の場合の交差角度θ６８がそのまま利用されてもよく、あるいは、交
差角度θ６８と交差角度θ´６６との差の角度が利用されてもよい。また、荷重Ｗの位置
を距離Ｌ１´，Ｌ２´として、距離Ｌ１´，Ｌ２´を考慮した解析を行うようにしてもよ
い。さらに、健常骨の場合には、例えば、撓み量などを考慮した解析を行うようにしても
よい。
【００５４】
　表示画像形成部３２は、先に説明したように、断層画像形成部１８によって形成された
Ｂモード画像（データ）に基づいて表示画像を形成し、その表示画像をディスプレイ３４
に表示させる。また、表示画像形成部３２は、データ記憶部２６に記憶された比例定数ET
-stiffnessなどのデータを数値表示させてもよい。さらに、表示画像形成部３２は、骨５
２の形態データ（骨長Ｌ，距離Ｌ１，Ｌ２）を検査者に入力させるための入力画面を形成
してディスプレイ３４に表示させる。
【００５５】
　図５は、表示画像形成部によって形成される入力画面の画面例１を示す図である。図５
に示す入力画面には、被検者氏名、被検者ＩＤ、骨長、骨折部の位置の各々に対応した入
力ボックスが設けられている。検査者は、キーボードやタッチパネルなどの操作デバイス
（図１の符号１６）を利用し、これらの入力ボックスにデータを入力する。図５は、骨長
として「３３０」ｍｍが入力され、骨折部の位置として「１５０」ｍｍが入力された状態
を示している。なお、骨折部の位置は、図４における距離Ｌ１または距離Ｌ２である。
【００５６】
　そして、各入力ボックスに必要なデータが入力されると、検査者によって、図５に示す
入力画面に設けられた「解析」ボタンが操作され、これに応じて特性データ演算部（図１
の符号２４）により比例定数ET-stiffnessが算出される。
【００５７】
　図６は、表示画像形成部によって形成される入力画面の画面例２を示す図である。図６
に示す入力画面には、被検者氏名、被検者ＩＤ、骨長の各々に対応した入力ボックスが設
けられている。これらの入力ボックスの機能とその利用方法は、図５に示した同名の入力
ボックスのものと同じである。
【００５８】
　図６に示す入力画面には、骨を含んだ被検者（生体）の画像と、その画像に沿って移動
するカーソル（矢印）が設けられている。検査者は、マウスやトラックボールなどの操作
デバイス（図１の符号１６）を利用し、骨折部に対応した画像の位置にカーソルを移動さ
せ、カーソルの位置を決定する。これにより骨折部の位置が入力される。
【００５９】
　骨を含んだ生体の画像は、例えば、超音波Ｂモード画像やレントゲン画像である。検査
者は、生体の画像を見ながら画像として映し出される骨折部を確認し、その骨折部の位置
にカーソルを合わせることができる。
【００６０】
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　なお、カーソルを介して入力された骨折部の位置を入力画面内に数値で表示させてもよ
い。また、カーソルを表示させずに、骨を含んだ生体の画像のみを表示させて、生体の画
像上にマウスなどによって骨折部の位置をマーキングする入力態様でもよい。その場合に
は、マウスが示す位置にマーカを表示させてもよい。
【００６１】
　また、骨長を入力させる代わりに被検者の身長を入力させて、身長から骨長を算出する
ようにしてもよい。また、荷重Ｗの位置を考慮した解析を行う場合には、入力画面内に、
荷重Ｗの位置を入力するための入力ボックスが設けられてもよい。
【００６２】
　以上、本発明の好適な実施形態を説明した。上述した実施形態では、荷重Ｗに伴う骨５
２の屈曲角度θと骨５２に特有な形態データ（骨長Ｌ，距離Ｌ１，Ｌ２）とに基づいて得
られる比例定数ET-stiffnessが算出される。つまり、骨に特有な形態データを考慮した骨
の評価が可能になる。これにより、例えば、骨長や骨折位置の相違に伴う骨の個体差の影
響を軽減させた骨の評価が可能になり、例えば、評価結果が一般化され、骨の形態が異な
る被検者間（例えば、大人と子供、男性と女性）の比較評価の精度が向上する。
【００６３】
　なお、上述した実施形態は、あらゆる点で単なる例示にすぎず、本発明の範囲を限定す
るものではない。例えば、図１におけるエコートラッキング処理部２０、角度演算部２２
、特性データ演算部２４、表示画像形成部３２などを実現するためのプログラムを形成し
、そのプログラムによってコンピュータを動作させることにより、図３から図６を利用し
て説明した機能を備えた骨評価装置として、コンピュータを機能させる実施態様も可能で
ある。さらに、本発明は、その本質を逸脱しない範囲で各種の変形形態を包含する。
【図面の簡単な説明】
【００６４】
【図１】本発明に係る超音波診断装置の全体構成を示すブロック図である。
【図２】本実施形態の超音波診断装置に好適なプローブを説明するための図である。
【図３】直線の設定処理および直線の間の角度演算処理を説明するための図である。
【図４】骨、屈曲角度、形態データの関係を説明するための図である。
【図５】表示画像形成部によって形成される入力画面の画面例１を示す図である。
【図６】表示画像形成部によって形成される入力画面の画面例２を示す図である。
【符号の説明】
【００６５】
　１０　プローブ、２０　エコートラッキング処理部、２２　角度演算部、２４　特性デ
ータ演算部、２６　データ記憶部、３２　表示画像形成部。
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